
 

松山市生活道路整備事業実施要領 

 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は，市が生活道路整備事業を実施するために，必要な事項を定めるものとす

る。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１）生活道路 地域住民が利用する道路で，道路構造令の規定により第３種第５級または

第４種４級に区分される道路をいう。 

（２）生活道路整備事業 地域の良好な生活環境を確保するため，地域住民の同意に基づき

市が実施する道路整備事業をいう。 

（３）申請者 生活道路整備事業の実施を希望する地域の町内会等の代表者をいう。 

（４）要望区間 申請者が，生活道路整備事業の実施を希望する区間をいう。 

（５）道路幅員 現況道路の車両が通行することができる幅員をいう。 

（６）公道 私道以外の一般交通の用に供する道路をいう。 

（７）計画区間 生活道路整備事業を実施する区間をいう。 

（８）計画幅員 生活道路整備事業の実施に際し，計画する道路の幅員をいう。 

（整備の区分） 

第３条 生活道路整備事業における整備の区分は，全線改良，部分改良，その他の整備とする。 

 

   第２章 生活道路整備事業の実施 

    第１節 生活道路整備事業の流れ 

（道路整備の相談） 

第４条 申請者は，松山市生活道路整備事業調査依頼書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

えて，市長に提出しなければならない。 

（１）要望区間を明示する位置図 

（２）その他市長が必要と認める書類 

（現地調査等） 

第５条 市長は，前条の調査依頼書が提出されたときは，遅延なく下記の項目について，要望

区間の現地調査を行うとともに，沿線の地権者を調査しなければならない。 

（１）地域性（要望区間が複数の区域となる場合は，点数が大きい方を採用する） 

（２）道路幅員（要望区間の最小の幅員とする） 

（３）車両の交通量（通勤時を除く時間帯の交通量とする） 

（４）通学路指定（小学校が指定する通学路を対象とする） 

（５）沿道の土地利用（要望区間の沿道とし，片側が河川等により宅地化出来ない場合は，

片側のみで算定する） 



 

（評価及び道路整備計画（案）） 

第６条 市長は，前条の現地調査を行い，松山市生活道路整備事業評価表（以下「評価表」と

いう。）に基づき要望区間の重要度の評価をしなければならない。 

２ 市長は，評価表の合計点が２５点以上となる場合，第２節に規定する全線改良による道路

整備計画（案）を作成しなければならない。 

３ 市長は，評価表の合計点が２５点未満となる場合，第３節に規定する部分改良による道路

整備計画（案）を作成しなければならない。 

４ 市長は，申請者が第３節に規定する部分改良による整備を要望する場合は，評価表の合計

点に係わらず，部分改良による道路整備計画（案）を作成しなければならない。 

（評価結果の報告） 

第７条 市長は，前条の評価結果を松山市生活道路整備事業調査報告書（様式第２号）に次に

掲げる書類を添えて，申請者に報告しなければならない。 

（１）要望区間を明示する位置図 

（２）道路整備計画（案） 

（３）沿線の地権者の調査結果 

（要望書） 

第８条 申請者は，前条の道路整備計画（案）を沿線の地権者に周知してその同意が得られた

場合は，松山市生活道路整備事業要望書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて，市長に

提出することができるものとする。 

（１）要望区間を明示する位置図 

（２）地域の町内会等の役員名簿 

（３）沿線の地権者全員の同意書 

（４）道路整備計画（案） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

（事業の取り下げ） 

第９条 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，生活道路整備事業

を実施しないことができるものとし，松山市生活道路整備事業取下書（様式第４号）を申請

者から受理するものとする。 

（１）偽りその他不正の手段により要望をしたとき。 

（２）その他市長が認めるとき。 

    第２節 全線改良 

（起終点） 

第１０条 全線改良の計画区間の起終点は次のとおりとする。 

（１）計画区間の起点及び終点とも，基本的に道路幅員４ｍ以上の公道に接続していること。

ただし，都市計画区域外の市道，計画区間の途中に公共施設（集会所，公民館等）や踏切

道がある場合，起点または終点の片方が公道に接続していない場合はこの限りではない。 

（２）計画区間には，支障となる建築物の移転または除却の補償を伴うものがないこと。た



 

だし，屋根の一部の切取改造のみを行う場合や住居以外の簡易な構造の建築物で容易にそ

の解体撤去をすることが可能な場合で，当該建築物の所有者の了承が得られるときは，こ

の限りではない。 

（整備基準） 

第１１条 全線改良による整備基準は次のとおりとする。 

（１）計画区間の全区間が市道であること。 

（２）道路幅員が４ｍ未満の場合は，道路構造令に準拠し，計画幅員が４ｍ以上である整備

が行えること。ただし，都市計画区域外の市道はこの限りではない。 

（３）道路幅員が４ｍ以上の場合は，道路構造令に準拠し，計画幅員が５ｍ以上である整備

が行えること。なお，道路幅員が５ｍ以上の場合は，整備を行わないこととする。 

    第３節 部分改良 

（部分改良） 

第１２条 部分改良の整備手法は，交差点改良，曲線部改良及び待避所設置とする。 

２ 計画区間には，支障となる建築物の移転または除却の補償を伴うものがないこと。ただし，

屋根の一部の切取改造のみを行う場合や住居以外の簡易な構造の建築物で容易にその解体

撤去をすることが可能な場合で，当該建築物の所有者の了承が得られるときは，この限りで

はない。 

（交差点改良） 

第１３条 交差点改良による整備基準は次のとおりとする。 

（１）市道と市道の交差点または市道と公道の交差点であること。 

（２）斜長が３ｍ以上または曲線半径が６ｍの隅切り，若しくは，付加車線の設置により整

備すること。 

（曲線部改良） 

第１４条 曲線部改良による整備基準は次のとおりとする。 

（１）市道であること。 

（２）道路中心線の曲線半径は１５ｍ以上とすること。ただし，地形の状況その他の特別な

理由によりやむを得ない箇所については，この限りではない。 

（３）整備により視認性が確保されること。 

（待避所設置） 

第１５条 待避所設置による整備基準は次のとおりとする。 

（１）市道であること。 

（２）待避所相互間の距離は，３００ｍ以内とすること。 

（３）待避所相互間における道路の大部分がいずれの待避所からも見通すことができること。 

（４）待避所の長さは１０ｍ以上２０ｍ以下とし，その区間の計画幅員は５ｍ以上とするこ

と。 

    第４節 その他の整備 

（その他の整備） 



 

第１６条 その他の整備の整備手法は，歩道設置等とする。 

２ 計画区間には，支障となる建築物の移転または除却の補償を伴うものがないこと。ただし，

屋根の一部の切取改造のみを行う場合や住居以外の簡易な構造の建築物で容易にその解体

撤去をすることが可能な場合で，当該建築物の所有者の了承が得られるときは，この限りで

はない。 

 

   第３章 雑則 

（適用除外） 

第１７条 この要領は，次に掲げるものについては，適用しない。 

（１）都市計画道路の整備 

（２）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定する開発行為の許可を受け

て開発される区域内の道路の整備，改良等 

（３）市道の維持管理に係る道路構造物及び舗装の補修，修繕等 

（４）前各号に掲げるもののほか，市長が特に認めるもの 

（その他） 

第１８条 この要領に定めるもののほか，事業の実施に必要な事項は市長が別に定めるものと

する。 

 

   附 則 

１ この要領は，令和３年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の際，既に要望書を受理している路線の生活道路整備事業の実施について

は，この要領を踏まえて申請者と再度協議し，費用対効果のある整備に努めるものとする。 

   附 則 

１ この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、令和６年５月１日から施行する。 

  



 

様式第１号（第４条関係） 

   年   月   日 

（あて先）松山市長 

（申請者） 

代表者       （土地改良区，町内会等） 

氏 名                    

住 所                    

連絡先                    

 

松山市生活道路整備事業調査依頼書 
 

 松山市生活道路整備事業実施要領第４条の規定により，関係書類を添えて調査を依頼します。 

要望区間  松山市       （別添位置図のとおり） 

市道名 市道         線 

整備の区分 

□ 全線改良（整備延長 L=   ｍ，計画幅員W=    ｍ） 

□ 部分改良 

□ 交差点改良（N=  箇所） 

□ 曲線部改良（整備延長 L=   ｍ，計画幅員W=    ｍ） 

□ 待避所設置（N=  箇所） 

□ その他の整備（                       ） 

要望理由 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

添付書類 

（別紙） 

□ 要望区間を明示する位置図 

□ その他市長が必要と認める書類 

 

  



 

様式第２号（第７条関係） 

   年   月   日 

        様 

 

松山市長 

 

松山市生活道路整備事業調査報告書 
 

  年  月  日付け で調査依頼のあった要望区間について，松山市生活道路整備事業実

施要領第７条の規定により，評価結果等を報告します。 

松山市生活

道路整備事

業評価表の

合計点 

   点 

□ 現地調査を実施した結果，評価表の合計点が２５点以上であったため，

全線改良による道路整備計画（案）を作成しました。 

□ 現地調査を実施した結果，評価表の合計点が２５点未満であったため，

部分改良による道路整備計画（案）を作成しました。 

□ 部分改良の調査依頼のため，評価表の合計点に係わらず，部分改良によ

る道路整備計画（案）を作成しました。 

沿線の地権者に周知し，同意が得られた場合は，松山市生活道路整備事業要

望書（様式第３号）を提出してください。 

要望区間  松山市       （別添位置図のとおり） 

市道名 市道         線 

整備の区分 

□ 全線改良（整備延長 L=   ｍ，計画幅員W=    ｍ） 

□ 部分改良 

□ 交差点改良（N=  箇所） 

□ 曲線部改良（整備延長 L=   ｍ，計画幅員W=    ｍ） 

□ 待避所設置（N=  箇所） 

□ その他の整備（                       ） 

添付書類 

（別紙） 

□ 要望区間を明示する位置図 

□ 道路整備計画（案） 

□ 沿線の地権者の調査結果 

 

  



 

様式第３号（第８条関係） 

   年   月   日 

（あて先）松山市長 

（申請者） 

代表者       （土地改良区，町内会等） 

氏 名                    

住 所                    

連絡先                    

 

松山市生活道路整備事業要望書 
 

 松山市生活道路整備事業実施要領第８条の規定により，関係書類を添えて要望書を提出しま

す。 

要望区間  松山市       （別添位置図のとおり） 

市道名 市道         線 

整備の区分 

□ 全線改良（整備延長 L=   ｍ，計画幅員W=    ｍ） 

□ 部分改良 

□ 交差点改良（N=  箇所） 

□ 曲線部改良（整備延長 L=   ｍ，計画幅員W=    ｍ） 

□ 待避所設置（N=  箇所） 

□ その他の整備（                       ） 

要望理由 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

その他 
工事，用地，補償，境界等，地権者との諸問題については，代表者が一切

責任をもって解決します。 

添付書類 

（別紙） 

□ 要望区間を明示する位置図 

□ 地域の町内会等の役員名簿 

□ 沿線の地権者全員の同意書 

□ 道路整備計画（案） 

□ その他市長が必要と認める書類 



 

要望区間を明示する位置図（住宅地図等のコピーで構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

地域の町内会等の役員名簿 

役員名 住所 氏名 連絡先 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

沿線の地権者全員の同意書（欄が足りない場合は適宜コピーしてください） 

➢ 当該要望に関わる私所有の土地等の提供について同意します。 

➢ 工事にあたり，電柱等の移設が生じた場合は民地内移設に協力します。 

土地の所在地番 権利者の住所氏名 連絡先 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

    町     丁目 

        番地 

住所 

氏名 
 

※注意事項 

1. 本同意書は，当該要望に関わる事業用地等の提供についての意思を事前に確認するもので

す。 

2. 本同意書によって，当該要望の事業実施を確約するものではありません。 

3. 本同意書へは，権利者ご本人の自筆で記入してください。 

4. 権利者本人が死亡している場合は，権利者の住所・氏名等の次行に相続人代表の方の住所・

氏名等を記入してください。 

5. 権利者本人の自筆による記入が困難な場合は，上記同意内容を本人に確認の上，代筆によ

り記入してください。 



 

様式第４号（第９条関係） 

   年   月   日 

（あて先）松山市長 

（申請者） 

代表者       （土地改良区，町内会等） 

氏 名                    

住 所                    

連絡先                    

 

松山市生活道路整備事業取下書 
 

 年 月 日付けで要望した生活道路整備事業について，松山市生活道路整備事業実施要領第

９条の規定により，取下書を提出します。 

要望区間  松山市        

市道名 市道         線 

整備の区分 

□ 一定区間拡幅改良（整備延長 L=   ｍ，計画幅員W=    ｍ） 

□ 部分改良 

□ 交差点改良（N=  箇所） 

□ 曲線部改良（整備延長 L=   ｍ，計画幅員W=    ｍ） 

□ 待避所設置（N=  箇所） 

□ その他の整備（                       ） 

取り下げ 

理由 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   



 

 

番号 項目 点数 評価指標

10 市街化区域（居住誘導区域内）

6 市街化区域（居住誘導区域外）

2 市街化調整区域、都市計画区域外

10 3ｍ未満

6 3ｍ以上4ｍ未満

2 4ｍ以上

10 20台／時以上

6 8台／時以上20台／時未満

2 8台／時以下

10 要望区間の全区間が通学路に指定

6 要望区間の一部区間が通学路に指定

2 通学路の指定なし

10 宅地化率80％以上

6 宅地化率30％以上80％未満

2 宅地化率30％未満

合計点 /50 点

松山市生活道路整備事業評価表

・合計点が25点以上の場合は、全線改良による道路整備計画（案）を作成することとする。

・合計点が25点未満の場合は、部分改良（交差点改良、曲線部改良、待避所設置）による道路整備計画
（案）を作成することとする。

2 道路幅員

1 地域性

5 沿道の土地利用

4 通学路指定

3 車両の交通量


